
別　記
第一号様式（第三条）

事務の名称 個人の類型
事務の目的 個人情報を収集する理由

□ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ ■
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ □ 有 ■ 無 □ □
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ □ □
□ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ □ 有 □ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻
□ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ ■
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ □ 有 ■ 無 □ □
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ □ □
□ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ □ 有 □ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻
□ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ ■
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ □ 有 ■ 無 □ □
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ □ □
□ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ □ 有 □ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻
□ 整理番号 ■ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ ■
■ 氏名 ■ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ □ 有 ■ 無 □ □
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ □ □
□ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ □ 有 □ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻

部・課名 総務部　政策法務課
個人情報の
処 理 形 態

個人情報の主な収集先 個人情報の主な提供先 個人情報を所管する組織名

「千葉県の歴史」照会回答
事務

執筆者 電算処理の有無 本人から収集 無 文書館
本人以外から収集 有

他の実施機関 他の実施機関
他の官公庁 他の官公庁
民間・私人

要配慮個人情報
個人情報の記録項目

実施機関内部での利用

民間・私人

「千葉県の歴史」の執筆内
容に係る照会について回答
するため

執筆者との連絡等のため

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

複製物提供業務 複製物提供申請者 電算処理の有無 本人から収集 無

複製物の提供を行うため 千葉県文書館管理運営規則
第１２条第１項の規定によ
るため

心身の機能障害
犯罪により害を被った事実

健康診断等の結果
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

文書館
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

少年の保護事件に関する手続

文書館の目的に合致する
か、業務への支障がないか
を検討する必要があるため

検討に必要な事項を収集す
るため

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

出版・掲載の許可 出版・掲載申請者 電算処理の有無 本人から収集 無 文書館
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

利用に供しない文書等の閲
覧が必要であると認められ
る場合に特別に閲覧を許可
する

特別閲覧が必要であり、か
つ、適当であると認められ
るかを調査するため 社会的差別の原因となるおそれのある個人

情報として実施機関が定めるもの
実施機関内部での利用

特別閲覧の許可 特別閲覧申請者 電算処理の有無 本人から収集 無 文書館
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続

注　■は当該事項に該当することを、□は当該事項に該当しないことを表す。 1/6



別　記
第一号様式（第三条）

事務の名称 個人の類型
事務の目的 個人情報を収集する理由

部・課名 総務部　政策法務課
個人情報の
処 理 形 態

個人情報の主な収集先 個人情報の主な提供先 個人情報を所管する組織名
要配慮個人情報

個人情報の記録項目

□ 整理番号 ■ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ ■
■ 氏名 ■ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ □ 有 ■ 無 □ □
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ □ □
■ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ □ 有 □ 無
□ 性別 ■ 趣味 備考
□ 個人番号 □ その他 ■ 信条

□
□ 身体状況
■ 家族状況 □
■ 親族関係
□ 婚姻
□ 整理番号 ■ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ □
■ 氏名 ■ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ ■ 有 □ 無 □ ■
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ □ ■
■ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ ■ 有 □ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
■ 個人番号 ■ その他 □ 信条

口座情報 □
□ 身体状況
□ 家族状況 ■
□ 親族関係
□ 婚姻
□ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ ■
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ □ 有 ■ 無 □ □
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ □ □
□ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ □ 有 □ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻
□ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ ■
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ □ 有 ■ 無 □ □
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ □ □
□ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ □ 有 □ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 ■ その他 □ 信条

メールアドレス □
□ 身体状況
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻

古文書所在調査 古文書所蔵者 電算処理の有無 本人から収集 無

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

古文書の所在実態を把握す
るため

古文書の所在実態の正確性
を保つため必要な事項を収
集する 社会的差別の原因となるおそれのある個人

情報として実施機関が定めるもの
実施機関内部での利用

文書館
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

古文書の所在状況の確認等 報酬の支払い等のため

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

古文書調査員選任事務 古文書調査員 電算処理の有無 本人から収集 無 文書館
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

古文書の寄託（寄贈）の受
け入れのため

受け入れ許可に当たり身元
の確認のため

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

古文書寄託（寄贈）受入業
務

古文書所蔵者 電算処理の有無 本人から収集 無 文書館
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

古文書講座開催事務 古文書講座受講申込者 電算処理の有無 本人から収集 無 文書館
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

古文書の読解を通じて史料
保存の意識を高めるととも
に、収蔵史料の利用促進を
図るため

申込者との連絡等のため

注　■は当該事項に該当することを、□は当該事項に該当しないことを表す。 2/6



別　記
第一号様式（第三条）

事務の名称 個人の類型
事務の目的 個人情報を収集する理由

部・課名 総務部　政策法務課
個人情報の
処 理 形 態

個人情報の主な収集先 個人情報の主な提供先 個人情報を所管する組織名
要配慮個人情報

個人情報の記録項目

□ 整理番号 ■ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ □
■ 氏名 ■ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ ■ 有 □ 無 □ ■
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ □ ■
□ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ ■ 有 □ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
■ 個人番号 ■ その他 □ 信条

口座情報 □
□ 身体状況
□ 家族状況 ■
□ 親族関係
□ 婚姻
□ 整理番号 ■ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ □
■ 氏名 ■ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ ■ 有 □ 無 □ ■
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ □ ■
□ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ ■ 有 □ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
■ 個人番号 ■ その他 □ 信条

口座情報 □
□ 身体状況
□ 家族状況 ■
□ 親族関係
□ 婚姻
□ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ ■
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ □ 有 ■ 無 □ □
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ □ □
□ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ □ 有 □ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 ■ その他 □ 信条

メールアドレス □
□ 身体状況
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻
□ 整理番号 ■ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ ■
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ □ 有 ■ 無 □ □
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ □ □
■ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ □ 有 □ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻

無 文書館
有

無

他の官公庁
民間・私人

古文書講座開催事務 講師 電算処理の有無 本人から収集
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関

無 文書館
有

他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

古文書の読解を通じて史料
保存の意識を高めるととも
に、収蔵史料の利用促進を
図るため

文書館
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁

電算処理の有無 本人から収集

民間・私人
刑事事件に関する手続

報償費(講師謝金)の支払い
等のため

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

歴史講演会開催事務 講師 電算処理の有無 本人から収集 無 文書館
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続

千葉県の歴史について、講
演することで県民への周知
を図り、県民のふるさと千
葉に対する理解と愛着を深
める機会とするため

報償費(講師謝金)の支払い
等のため

歴史講演会開催事務 歴史講演会申込者 電算処理の有無 本人から収集
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集

心身の機能障害

閲覧者の登録を行い貸出業
務に使用するため

文書等の貸出及び返還業務
を円滑に行うため

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

少年の保護事件に関する手続
千葉県の歴史について、講
演することで県民への周知
を図り、県民のふるさと千
葉に対する理解と愛着を深
める機会とするため

申込者との連絡等のため

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

少年の保護事件に関する手続

閲覧業務 閲覧申請者

注　■は当該事項に該当することを、□は当該事項に該当しないことを表す。 3/6



別　記
第一号様式（第三条）

事務の名称 個人の類型
事務の目的 個人情報を収集する理由

部・課名 総務部　政策法務課
個人情報の
処 理 形 態

個人情報の主な収集先 個人情報の主な提供先 個人情報を所管する組織名
要配慮個人情報

個人情報の記録項目

□ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ ■
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ □ 有 ■ 無 □ □
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ □ □
□ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ □ 有 □ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻
□ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ ■
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ □ 有 ■ 無 □ □
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ □ □
□ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ □ 有 □ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 ■ その他 □ 信条

メールアドレスアドレス□
□ 身体状況
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻
□ 整理番号 ■ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ □
■ 氏名 ■ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ ■ 有 □ 無 □ ■
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ □ ■
□ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ ■ 有 □ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
■ 個人番号 ■ その他 □ 信条

口座情報 □
□ 身体状況
□ 家族状況 ■
□ 親族関係
□ 婚姻
□ 整理番号 ■ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ □
■ 氏名 ■ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ ■ 有 □ 無 □ ■
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ □ ■
□ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ ■ 有 □ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
■ 個人番号 ■ その他 □ 信条

口座情報 □
□ 身体状況
□ 家族状況 ■
□ 親族関係
□ 婚姻

文書館
本人以外から収集 有
本人から収集 無

少年の保護事件に関する手続
情報公開の推進のため 本人の意思（申し込み内

容）を確認し、住所へ郵送
するため 社会的差別の原因となるおそれのある個人

情報として実施機関が定めるもの
実施機関内部での利用

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続

行政資料有償頒布業務 郵送による行政資料有償頒
布申込者

電算処理の有無
犯罪により害を被った事実

県史講座開催事務 県史講座申込者 電算処理の有無 本人から収集 無 文書館
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

民間・私人 民間・私人
刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

房総の歴史を知ることを通
して、本県文化への理解を
深めるため。

申込者との連絡のため

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

文書館業務内容及び成果、
千葉県の歴史・資料研究成
果、資料保存の必要性等の
県民への周知・広報のため

報償費(原稿料)の支払い等
のため

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

「千葉県の文書館」刊行業
務

外部執筆者 電算処理の有無 本人から収集 無 文書館
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁

県の作成した文書のうち、
文書館で保存すべき歴史公
文書を選別するため

報償費の支払い等のため

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

歴史公文書判定業務 外部アドバイザー 電算処理の有無 本人から収集 無 文書館
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

注　■は当該事項に該当することを、□は当該事項に該当しないことを表す。 4/6



別　記
第一号様式（第三条）

事務の名称 個人の類型
事務の目的 個人情報を収集する理由

部・課名 総務部　政策法務課
個人情報の
処 理 形 態

個人情報の主な収集先 個人情報の主な提供先 個人情報を所管する組織名
要配慮個人情報

個人情報の記録項目

■ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ □
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ ■ 有 □ 無 □ ■
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
□ 住所 □ 成績・評価 □ □ ■
□ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ □ 有 ■ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 ■
□ 親族関係
□ 婚姻
■ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ ■
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ ■ 有 □ 無 ■ □
■ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 ■ 成績・評価 □ □ □
■ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 □ 納税状況 □ ■ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ □ 有 ■ 無
■ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻
□ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ ■
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ □ 有 ■ 無 □ □
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
□ 住所 □ 成績・評価 □ □ □
□ 生年月日・ □ 財産・収入 □ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
□ 電話番号 □ 公的扶助 □ □ 有 □ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻
■ 整理番号 ■ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 ■ □
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ □ 有 ■ 無 ■ ■
□ 本籍・国籍 ■ 資格・賞罰 ■ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 ■ ■ □
■ 生年月日・ □ 財産・収入 □ ■

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ □ 有 □ 無
■ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 ■ その他 □ 信条

□
■ 身体状況
□ 家族状況 ■
□ 親族関係
□ 婚姻

当事者及び
損害の特定
等に必要な
事項

各課局及び各出先機関
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

県が損害賠償の責を負う事
故に係る損害賠償等の事務
処理

県が責任を負う事故の当事
者を確定するため

民間・私人 民間・私人
刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

発信者からの文書を収受
し、事務の適正な執行を図
る

県に到達した文書を収受
し、事務の進行管理を図る
ため

感染症拡大防止 感染症拡大防止のための連
絡及び関係機関への情報提
供 社会的差別の原因となるおそれのある個人

情報として実施機関が定めるもの
実施機関内部での利用

来館者受付 来館者 電算処理の有無 本人から収集 無 文書館
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

行政書士試験事務 受験者、申請者 電算処理の有無 本人から収集 無 総務部政策法務課
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

（財）行政書士試
験研究センター 再発行に際して申請者の連

絡先を得ることがある。社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

文書収受事務 発信者 電算処理の有無 本人から収集 無 総務部政策法務課
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁

合格証書の発行及び再発行 合格者を特定するため

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

損害賠償関係事務 県が損害賠償の責を負う事
故の当事者

電算処理の有無 本人から収集 無

注　■は当該事項に該当することを、□は当該事項に該当しないことを表す。 5/6



別　記
第一号様式（第三条）

事務の名称 個人の類型
事務の目的 個人情報を収集する理由

部・課名 総務部　政策法務課
個人情報の
処 理 形 態

個人情報の主な収集先 個人情報の主な提供先 個人情報を所管する組織名
要配慮個人情報

個人情報の記録項目

□ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 □ □
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ ■ 有 □ 無 ■ ■
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ ■
■ 住所 □ 成績・評価 □ □ □
■ 生年月日・ □ 財産・収入 ■ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ ■ 有 □ 無
■ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻
□ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 □ ■
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ ■ 有 □ 無 ■ □
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ □ □
□ 生年月日・ □ 財産・収入 ■ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ ■ 有 □ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻
□ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 □ ■
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ ■ 有 □ 無 ■ □
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ □ □
□ 生年月日・ □ 財産・収入 ■ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ ■ 有 □ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻
□ 整理番号 □ 職業・職歴 □ 人種 □ 社会的身分 □ 病歴 □ ■
■ 氏名 □ 学業・学歴 □ 犯罪の経歴 □ ■ 有 □ 無 ■ □
□ 本籍・国籍 □ 資格・賞罰 □ □ □ □
■ 住所 □ 成績・評価 □ □ □
□ 生年月日・ □ 財産・収入 ■ □

年齢 □ 納税状況 □ □ その他 □ その他
■ 電話番号 □ 公的扶助 □ ■ 有 □ 無
□ 性別 □ 趣味 備考
□ 個人番号 □ その他 □ 信条

□
□ 身体状況
□ 家族状況 □
□ 親族関係
□ 婚姻

刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

刑事事件に関する手続

刑事事件に関する手続

公益認定及び公益法人の届
出に関する事務

公益法人の理事、監事及び
評議員

電算処理の有無 本人から収集 無 総務部政策法務課
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人 民間・私人

他の官公庁 他の官公庁
民間・私人

公益社団法人及び公益財団
法人の認定等に関する法律
の適正な運用を行うため

公益社団法人及び公益財団
法人の認定等に関する法律
第７条及び第１３条に基づ
く提出書類

民間・私人

少年の保護事件に関する手続
公益法人による事業の適正
な実施を確保するため

公益社団法人及び公益財団
法人の認定等に関する法律
第２２条に基づく提出書類

他の官公庁 他の官公庁

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

公益法人の事業報告等に関
する事務

公益社団法人の理事、監事
及び社員
公益財団法人の理事、監事
及び評議員

電算処理の有無 本人から収集 無 総務部政策法務課
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

民間・私人 民間・私人
刑事事件に関する手続
少年の保護事件に関する手続

移行認可法人（公益目的支
出計画の実施の完了の確認
を受けていないもの）の公
益目的のための支出の適正
な実施を確保するため

一般社団法人及び一般財団
法人に関する法律及び公益
社団法人及び公益財団法人
の認定等に関する法律の施
行に伴う関係法律の整備等
に関する法律第１２５条に
基づく届出書類

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

移行認可法人（公益目的支
出計画の実施の完了の確認
を受けていないもの）の届
出に関する事務

移行認可法人（公益目的支
出計画の実施の完了の確認
を受けていないもの）の代
表理事

電算処理の有無 本人から収集 無 総務部政策法務課
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

少年の保護事件に関する手続

税額控除制度の適正な実施
を確保するため

租税特別措置法施行令第
２６条の２８の２第１項に
規定される要件を満たして
いることを証明する申請書
類

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

税額控除に係る証明申請に
関する事務

公益社団法人・公益財団法
人への寄附者

電算処理の有無 本人から収集 無 総務部政策法務課
犯罪により害を被った事実 本人以外から収集 有

心身の機能障害 健康診断等の結果 他の実施機関 他の実施機関
医師等による指導又は診療若しくは調剤の
事実

電算処理の際オ
ンライン処理の
有無

社会的差別の原因となるおそれのある個人
情報として実施機関が定めるもの

実施機関内部での利用

注　■は当該事項に該当することを、□は当該事項に該当しないことを表す。 6/6


